
















新型コロナウイルス感染症対策にかかる制度融資比較

実施機関 日本政策金融公庫 日本政策金融公庫 静岡県 静岡県 静岡県 掛川市 掛川市

資金名
新型コロナウイルス感染症特
別貸付・特別利子補給制度

新型コロナウイルス感染症特
別貸付・特別利子補給制度

経済変動対策貸付（新型コロ
ナウイルス感染症対応枠）

経済変動対策貸付（新型コロ
ナウイルス感染症対応枠）

経済変動対策貸付（新型コロ
ナウイルス感染症対応枠）

小口特別資金
利子補給金

経済変動対策貸付金
利子補給金

中小企業事業 国民生活事業 ＳＮ４号保証 ＳＮ５号保証 危機関連保証 普通保証 県制度と同じ

貸し倒れ時の
負担割合

保証協会100％ 保証協会80％
金融機関20％

保証協会100％ 保証協会80％
金融機関20％

県制度と同じ

対象業種 全業種 全業種 全業種 指定業種 全業種 全業種 全業種

要件

・コロナウイルスの影響により、
売上げが前年同月と比較して５％
減少していること
・最近1月間の売り上げが5％以上
減少していること等

・コロナウイルスの影響により、
売上げが前年同月と比較して５％
減少していること
・最近1月間の売り上げが5％以上
減少していること等

新型コロナウイルス感染症によ
り、直近１月間の売上高が前年同
月比20％以上減少し、かつ今後２
月間を含めた３月間の売上高が前
年同期比20％以上減少することが
見込まれる中小企業者

新型コロナウイルス感染症によ
り、直近１月間の売上高が前年同
月比10％以上減少し、かつ今後２
月間を含めた３月間の売上高が前
年同期比10％以上減少することが
見込まれる中小企業者
（R2.3～4の特定措置）

新型コロナウイルス感染症によ
り、直近１月間の売上高が前年同
月比15％以上減少し、かつ今後２
月間を含めた３月間の売上高が前
年同期比15％以上減少することが
見込まれる中小企業者

・小口資金の融資対象要件の小規
模事業者であること
・市税の滞納がないこと
・コロナウイルスの影響により、
売上げが前年同月と比較して５％
減少又は前月の売上げが前々月よ
り５％以上減少していること
・市内で3月以上継続して事業を
営んでいること

・静岡県経済対策貸付（新型コロ
ナウイルス感染症対応枠）の利用
者で、掛川市が特定中小企業者
（特例中小企業者）として認定し
ている者であること
・市税の滞納がないこと

融資限度額 ３億円 6,000万円 5,000万円→8,000万円 5,000万円→8,000万円 5,000万円→8,000万円 700万円 県制度と同額

資金使途 設備資金または運転資金 設備資金または運転資金 設備資金または運転資金 設備資金または運転資金 設備資金または運転資金 設備資金または運転資金 設備資金または運転資金

融資期間 設備20年以内　運転15年以内 設備20年以内　運転15年以内 10年 10年 10年 5年 3年

基準金利 1.11% 1.36% 1.97％ 2.07％ 1.97％ 2.08％ 県制度と同率

利子補給率
３億円のうち１億円分
0.9％（当初３年間）

6,000万円のうち3,000万円分
0.9％（当初３年間）

0.47％→0.67％ 0.47％→0.67％ 0.47％→0.67％ 2.08％ 0.67％

融資利率
'当初３年間0.21％
４年目以降1.11％

'当初３年間0.46％
４年目以降1.36％

1.50％→1.30％ 1.60％→1.40％ 1.50％→1.30％ 0.00％
４号、危機 0.63％

５号 0.73%

保証料率 不明 不明 0.60％→0.00％ 0.58％→0.00％ 0.80％→0.00％ 0.30～1.25％ 県制度と同額

申し込み先 日本政策金融公庫 日本政策金融公庫 県内金融機関ほか 県内金融機関ほか 県内金融機関ほか 市内金融機関ほか 市内金融機関ほか

実施期間 R2.2.12～ R2.2.12～ R2.3.2～R2.6.1 R2.3.6～R2.3.31 R2.3.13～R3.1.31 R2.4.1～R2.9.30 R2.4.1～R3.1.31

（ＳＮ４号保証の指定期間） （ＳＮ５号保証の指定期間：延長あり） （危機関連保証の指定期間：延長あり） （静岡県経済変動対策貸付コロナ対応枠の期日と同日）

改正時期 R2.1.29 R2.1.29 R2.3.18 R2.3.18 R2.3.18 R2.4.1 R2.4.1
















